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「交通労働災害防止のためのガイドラインJ (平成 20年4月 3日付け基発第 0403001号別添)のー新旧対照表

改正 後

第 3 適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施

3 点呼等の実施及びその結果に基づく措置

( 1 )点呼等の実施

事業者は、安全な運転を実施させるため、運転業務従事

者に乗務を開始させる前に、点呼等により、疾病、返主」

睡眠不足、飲酒その他の理由により安全な運転をすること

ができないことのおそれの有無について報告を求め、その

結果を記録すること。

また、事業者は、乗務開始前 24時間における拘束時間の

合計が 13時間を超える場合、睡眠時間の状況を確認するこ

と。

なお、点呼は対面によるものとするが、運行上やむを得

ない場合は電話その他の方法で実施して差し支えないこ

と。

改正前

第 3 適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施

3 点呼等の実施及びその結果に基づく措置

( 1 )点呼等の実施

事業者は、安全な運転を実施させるため、運転業務従事

者に乗務を開始させる前に、点呼等により、疾病、翠芝、

飲酒その他の理由により安全な運転をすることができない

ことのおそれの有無について報告を求め、その結果を記録

すること。

また、事業者は、乗務開始前 24時間における拘束時間の

合計が 13時間を超える場合、睡眠時間の状況を確認するこ

と。

なお、点呼は対面によるものとするが、運行上やむを得

ない場合は電話その他の方法で実施して差し支えないこ

と。


